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平成 28 年度 自治会懇談会（松川雇用促進住宅） 

 

○日 時：平成 29 年 1 月 29 日（日） 10：00～11：20 

○場 所：松川雇用促進住宅 2 号棟 集会所 

○出席者：16 人 

 

○質疑応答 

1 引っ越し費用の 20 万円補助は議会の

承認済みか。条件はどうか。川俣町の

復興公営住宅に入居する人は対象にな

るか。 

方針は議会に説明し、了承を得た。条

件は、解除後 3 年以内に村へ戻る場合。

村外の復興公営住宅への引っ越しは対

象外。ただ、解除後 3 年以内であれば、

さらに村に戻るときの引っ越しは対象

になる。 

2 村内で介護はしてもらえないとのこと

だが、介護を受けるにはどのようにし

たら良いか。相談は受けてもらえるか。 

 

村で出来ないのは在宅介護。施設の介

護は、介護職員を増やしてやっていき

たい。今は募集しても職員がいない。 

もし村外の介護施設が、村まで在宅介

護をしに来てくれるのであれば、交通

費など経費には手当していきたいと考

えている。健康福祉課と相談していた

だき、できる限り村に戻って在宅介護

を受けられようにしていきたい。 

3 雇用促進住宅から出る場合は、1 カ月

前に生活支援係に申し出る必要。その

場合、修繕は必要か。持ち出せるもの

は何か。 

壁・ドアの修繕等は、故意の破損は有

償だが、一般的には無償。退去時は、

冷蔵庫・洗濯機など、自分の荷物は基

本的に持ち出す。エアコン・網戸・照

明・ガス台も、自分で外せば、ほしい

人は持ち出し可能。 

4 同窓会費は 80 万円くらいを想定。同窓

会によっては、遠くに行くこともあり

得る。上限額を決めてほしい。それに

合わせて、年 2 回として経費を組み立

てる。 

会員 40 人のうち最低何人は参加すべ

きなのか、示してほしい。高齢者ばか

りなので、5～6 人くらいになりそう。 

全体で当初予算 200 万円くらいにする

方向。箇所数は不明。足りない分は補

正で対応する。年 1 回、村から補助す

るが、一部は住民も出していただくこ

とを考えている。 

そう遠くなく、あと 3 つくらい自治会

が解散になるかもしれない。額の上限

については、持ち帰らせてほしい。 

少人数の設定は特にないが、少なくて
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も来た分だけの費用となる。 

5 大倉の木戸木地区では、震災前にはあ

ったごみの入れ物が置かれていない。

区長から役場に設置を頼んでいたが、

燃えるごみなどの入れ物を置いていた

だき、回収をお願いしたい。 

解除後は村内のごみ収集所を点検し

て、収集できるよう、住民課で対応す

る。もし難しい場合は、理由を添えて

説明する。 

ごみの収集は、（福島市では分別不要だ

ったが）戻った後は飯舘村の仕組みに

則って、曜日により分別して出してい

ただくようお願いしたい。役場から案

内する。 

以前は老人クラブ等で分別していた

が、南相馬市の仮設焼却炉での処理が

ストップしている。今は、特別に国の

小宮・蕨平の焼却炉で焼却している。

今後どこかに頼むにしても、量が増え

れば金がかかるので、分別には協力願

いたい。 

6 （宿舎）トイレのペーパーが詰まって

いて流せない。業者に頼んでも断られ

た。ペーパーは自分で処理している。

やり方を聞いたが、3 日間も流せず苦

労した。今年で足かけ 2 年になる。 

暫くは、近隣の空いている部屋のトイ

レを利用できるようにするのも一案。 

7 村の診療所は、火・木の週 2 回のみ。

夜間は医師はいるのか。高齢者になる

と、夜はいつどうなるか分からず、医

者まで運転していけるか不安。息子に

頼るしかない。 

夜に医師はいない。救急車を呼ぶか否

か分からないが、あづま（脳神経外科）

に送ってもらうしかない。今クリニッ

クの利用は、1 カ月で 5～7 人くらい。

今の段階では、来てもらえるだけでも

ありがたく、もっとやって欲しいとは

言えない状況。 

バスの運行など送迎の確保について

も、色々考えていく。 

8 昇口舗装の工事は、申し込んであるが

今年は暖かくなってからになるのか。 

今も行っている。寒い中ではよくない

が、やらせていただく。今は 644 件上

がっている。29 年度だけではやりきれ

ず、30 年度に工事する場合もある。 

村がウルトラ C で獲った事業であり、

工事は村道と同じやり方になる。申し
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込んであれば確実にやるので、待って

いてほしい。 

9 近く、壁沢（川俣町）の復興公営住宅

に移る予定だが、移った後も飯舘村民

でいられるのか心配。 

今のところ、飯舘村の住所で問題ない。

ただ、いずれ相手の町の住民になるよ

うに言われる可能性はある。その時は、

移さないと不利になることもある。県

の災害公営住宅なら、住所を変えなく

てもいいかもしれないが、はっきりし

ていない。 

避難先の市町村に、国から 1 人 42,000

円払われており、ごみや汚泥の処理を

していただいている。それもいつかは

切れる。集中復興 5 年、さらに 2 期目

に入り 5年後の平成 32年度まで続くも

のもあるが、その頃までには変わる可

能性がある。 

壁沢の復興公営住宅は、全 80 戸中、飯

舘村の 60 戸の枠で 44 戸入ることにな

っている。 

10 原町の病院に通っていたが、医大の先

生から相馬の公立病院を紹介してもら

ったものの、結局医大に通うことにな

った。医療費はどうなるのか。 

医療費は、29年度は大丈夫になるはず。

正式には、2 月末ごろのお知らせ版で

案内を出す予定。 

 


